
 

 

 

公立学校共済組合一般事業主行動計画 

 

 

１ 計画の目的 

  この計画は、公立学校共済組合の職員が安心して仕事と家庭とを両立できるよう策定す

るものである。 

 

２ 計 画 期 間 

  平成２６年法律第２８号により次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）

が改正され、有効期限が令和７年まで延長されたことにより、この行動計画は令和２年４

月１日から令和７年３月３１日までを計画期間とし、必要に応じて見直しを行うこととす

る。 

 

３ 計 画 内 容 

（１） 制度の周知 

  現行制度を広報誌やパンフレット等を利用し、周知を図ることとする。 

 

（２）所定外労働の削減 

  業務の合理化、超過勤務縮減のための意識啓発、定時退勤日の拡充・徹底等を進めるこ

ととする。 

 

（３）年次有給休暇の取得の促進 

  年次有給休暇の取得がしやすくなるよう職場環境の改善を図り、年次有給休暇の取得を

促進する。 

 

４ 事業所単位での策定 

  公立学校共済組合としての本計画のほか、各支部（宿泊施設を含む。）、病院、本部にお

いても事業所単位で行動計画を策定し、各自実施することとする。 

 

  



 

公立学校共済組合四国中央病院一般事業主行動計画 

 

令和２年３月３０日制定 

 

 職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次

のように行動計画を策定する。 

 

１ 計 画 期 間 

令和２年４月１日～令和７年３月３１日までの５年間 

 

２ 計 画 内 容 

 

 目標１ 院内保育所の利用率を定員の９０％以上とする。               

＜対策＞ 

 ①院内ＬＡＮ（デスクネッツ）の掲示板に院内保育所の案内を掲示する。 

 ②出産予定の職員に対してピンポイントで利用案内をする。 

 ③院内保育所の利用増に対応するため、いつでも保育定員を増やすことができる 

よう利用希望者の把握に努め、運営委託会社との連絡を密にする。 

 

 目標２ 男性職員の育児参加のための休暇･休業取得を促進する。           

＜対策＞ 

 ①男性職員も育児休業及び養育休暇（特別休暇）が取得できる旨の案内を院内ＬＡＮ（デ

スクネッツ）の掲示板に掲示する。 

 ②中学校就学の始期に達するまでの子の看護のための休暇が取得可能であることを院内

ＬＡＮ（デスクネッツ）の掲示板に掲示する。 

 

 目標３ 年次有給休暇の取得促進                       

＜対策＞ 

  ①年次有給休暇が年間付与日数の７０％取得できるよう、計画的取得の促進に努める。 

  ②各人公平に取得できるよう配分について各部署で検討する。 

 

 目標４ 所定外労働時間を月平均２０時間未満とする。             

 ＜対策＞ 

 ①ノー残業デーを部署毎に設定し、上司は部下に定時退勤するよう指導する。 

   ②業務内容の点検、業務の簡素化、不要不急業務の整理等、業務の見直しを積 

極的に進める。 

 

 


